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鳥取県立夜間中学の校名決定等について 

 
令和５年１月２０日 
小 中 学 校 課 

 
令和４年１２月２２日の定例教育委員会において、鳥取県立夜間中学の校名を「鳥取県立まなびの森学園」 

に決定するとともに、令和６年度鳥取県立まなびの森学園入学者募集方針を定めましたので報告します。 

また、この校名にふさわしい校章案の募集を開始しましたので報告します。 

 
１ 校名について 

（１）学校名  鳥取県立まなびの森学園（とっとりけんりつまなびのもりがくえん） 
（２）選定理由 

応募者が学校を「森」、先生を「森の木々」、生徒を「いろとりどりの鳥」に例え、入学する生徒の姿を

描きながら思いを込めたように、「森」は様々な生命が宿り、活動し、くつろぎ、生きている場である。森

には、それだけ多様な生命を生み出し、包み込む偉大な力がある。また、「まなび」にはコンセプトにもあ

るように、多様な生徒が安心して学んだり、ともに学び合う仲間とつながったりして、夢や目標に向かっ

てはばたいていけるよう、後押しをしていくメッセージが込められている。まさに学校は、集う生徒たち

の、学びにチャレンジする願いに応え、自分らしい学びを実現することを目指すものであるため、学校の

名称にふさわしい。 
 
２ 校名決定までの経緯について 

○９月２１日から１０月２０日まで  全国から校名を公募 
・応募件数８７件（応募者数７０名） 

※同名での応募は、「星空」を使った名称が３件、「いろどり学園」が２件でした。 

○１１月 ４日  県立夜間中学設置準備等に係る懇談会で意見聴取 
○１１月１６日  校名候補について教育委員全員で協議 
○１２月２２日  定例教育委員会において全会一致で決定 

 
３ 令和６年度鳥取県立まなびの森学園入学者募集方針について 

  別添の入学者募集方針をもとに、今後は募集案内を作成して広く周知し、入学者確保につなげていきます。 
 
４ 校章案の募集について 

鳥取県立夜間中学基本的構想［コンセプト］※に沿い、鳥取県立まなびの森学園の校名にふさわしい校章案

の公募を開始しました。 

・募集期間 令和５年１月５日（木）から２月１０日（金）まで ･･･４月頃決定予定 

   ※コンセプト･･･「 いろとりどり[色鳥取]に、ともに自分らしく学ぶ 」 

 

５ その他 

○令和４年１２月１６日「体験授業会」を開催し、授業体験４名、授業見学２５名（報道関係含む）の合計 

２９名の参加がありました。今後も体験授業会を開催していく予定です。 

○令和５年２月から、校舎となる県教育センター情報教育棟の改修工事を開始し、８月末に改修を終える予

定です。 
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令和６年度鳥取県立まなびの森学園入学者募集方針 

 

 

１ 基本方針 

鳥取県立まなびの森学園は、入学資格のある入学希望者に対し、文部科学省が定めてい

る中学校の学習内容を学ぶ機会を提供するため、入学者を募集します。 

 

２ 入学資格 

次のすべてを満たし、中学校での学び直しを希望する人です。 

（１）令和６年４月１日時点で鳥取県に在住している人で、国籍は問いません。 

（２）令和６年４月１日時点で１５歳以上の人（平成２１年（２００９年）４月１日以前に

生まれた人）。 

（３）次のいずれかにあてはまる人。 

  ア 不登校や病気など様々な理由により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業し

た人。 

イ 小学校や中学校を卒業していない人。 
ウ 本国や日本で十分に小学校や中学校の教育を受けられなかった外国籍の人。 

 

３ 入学者の募集 

  校長は次のとおり、入学者を募集します。 

（１）募集学年は第１学年から第３学年まですべての学年です。原則として、募集人数は各

学年１０名程度です。 

（２）年度の始め（その年の４月）の入学者を募集することを基本とします。また、入学者

募集期間を決めて入学者を募集します。 

（３）教育上の支障がないときは、年度の途中でも追加で入学者を募集することがあります。

なお、入学の相談や授業見学・体験は年間をとおして受け付けます。 

 

４ 入学者の決定等 

  校長は次のとおり、入学者を決定します。 

（１）入学希望者から提出された入学申込書類及び入学希望者への面談によって、入学資格、

入学の意思、すでに学んだ義務教育の学習内容などを確認し、入学を決定します。 

（２）入学を決定した人に入学許可書を交付します。なお、入学する学年は、第１学年を原

則としますが、すでに学んだ義務教育の学習内容などをふまえ、教育上の支障がないと

きは第２学年以上への入学を認めます。 

（３）入学資格のある入学希望者については、各学年の募集人数を超えても、学校で受け入

れが可能な範囲で入学を認めることがあります。 

 

５ その他 

  鳥取県立まなびの森学園入学者募集の詳しい内容は、県教育委員会が別に定めます。 
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鳥取県立まなびの森学園コンセプト 

  

 

 

 

「鳥取県立まなびの森学園」（夜間中学）は、 

   世代や国籍、これまでの学びの経験の違いなどを超えた、さまざまな人たちの思いや考え方に 

ふれ、ともに学び合うことをとおして、自分らしい学びを実感できる学校です。 

   安心して中学校の学びにチャレンジしたいと願う方のため、３つの「よろこび」を実現する 

教育活動を行っていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろとりどり［色鳥取］とは・・・ 

鳥取県が目指す夜間中学は、ダイバーシティ（多様性）を生かした学び合いの中で、引きこもりの方や外国籍の方

などが社会（ふるさと鳥取）とつながることを後押しするなどの役割を持っています。 

いろとりどり［色鳥取］とは、「ふるさと鳥取」の中で、いろんな色（国籍、性、年齢、学習歴など、さまざまな

事情や背景などを含めた個性）を出しながら「のびやかに学んでいこう」、「社会（ふるさと鳥取）とつながりを  

持ちながら次の未来にはばたいていこう」というメッセージを込めています。 

 

 ★Night ★ School ★ Concept★  ＃学ぶよろこび  ＃色鳥取  ＃つながるよろこび  ★ナイトスクール ★ コンセプト★ 

いろとりどり［色鳥取］に、ともに自分らしく学ぶ 

「 学ぶ 」よろこび 「 つながる 」よろこび 

 ★Night ★ School ★ Concept★  ＃いろとりどり  ＃社会の中で生きるよろこび  ★ナイトスクール ★ コンセプト★ 

１ 「学ぶ」よろこび 

 🍀  生徒一人ひとりの願いや､これまでの学びの経験に合った学習計画を立てて学びます 

 🍀「学びたい気持ち」に先生がしっかり寄り添い､安心して質問ができ､何度でも説明してもらう 

ことができます 

 🍀 教科や学年の枠を超えて学び合ったり､パソコンやタブレットを使ったりして､一人ひとりの 

  「わかった」「できた」が大切にされます 

２ 「つながる」よろこび 

 🍀 ともに学び合う仲間とのつながりを大切にし､お互いの存在を認め合い､安心して生活することが 

できます 

 🍀 学級活動や遠足などの行事を行いながら､語り合い､力を合わせ､ともに楽しみます 

 🍀 生徒同士､先生と生徒だけでなく､地域の方をはじめ､学校外のさまざまな人と出会い､つながり合い

ます 

３ 「社会の中で生きる」よろこび 

 🍀 鳥取の歴史や文化などにふれる体験的な学びから､｢ふるさと鳥取｣に生きるよろこびを実感します 

 🍀 自分のペースに合わせたさまざまな学びを積み重ね､高校などへの入学や働くために必要な力と 

自信がつきます 

 🍀 安心して学ぶことができる環境の中で､ともに成長し､卒業の先にある夢や目標に向かっていきます 

～ 県立まなびの森学園 ３つのよろこび ～ 

目指す学校の姿 

「 社会の中で生きる 」 
よろこび 

- 4 -



鳥取県特別支援教育推進計画（仮称）の策定に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

令 和 ５ 年 １ 月 ２ ０ 日 

特 別 支 援 教 育 課 

 

鳥取県特別支援教育推進計画（仮称）の策定にあたり、案に対するパブリックコメントを実施しま

したので、その結果を報告します。 

 

１ 意見募集期間 

 令和４年１１月２９日（火）から１２月１９日（月）まで 

２ 周知方法 

・ホームページ・新聞広告への掲載、県の電子申請サービス応募フォーム 

・県庁県民参画協働課、各総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁

舎及び県立図書館並びに各市町村役場へのチラシの配架 

３ 意見の状況  

意見数 ４１件(１０人)【反映した８、盛り込み済１５、反映しない１６、分類できない２】 

項  目 件数 

趣旨、計画期間 １ 

Ⅰ切れ目ない支援体制構築と特別支援教育の充実 １４ 

Ⅱ社会や幼児児童生徒の実態の変化に応じた今後の特別支援学校における教育の充実 ０ 

Ⅲ特別支援教育に関する教職員の専門性向上と福祉・医療等の連携充実 １６ 

Ⅳ社会に開かれた特別支援教育の推進 ３ 

その他 ７ 

４ 主な意見と対応方針 

項 目 № 主な意見 対応方針 

Ⅰ切れ目な

い支援体制

構築と特別

支援教育の

充実 

１ 小学校通常学級から特別支援学級、

小学校から特別支援学校という教育

の場の変更だけではなく、その逆も

あり得ることから「校内支援体制づ

くり」の推進のみが施策の方向性で

よいのか。 

 

【計画に盛り込み済】 

鳥取県の現状として、特別支援学校から

特別支援学級、特別支援学級から通常学

級といった変更もあり、「校内支援体制

づくり」には、教育的ニーズに最も的確

に応える指導を提供できる就学先となる

学校や学びの場の検討も含まれている。 

２ 中学校から高校への進路指導におい

て、（その子が）高校の教育課程に

対応可能なのかを把握することに関

して記載していただくのがよい。想

定されることの把握と準備を考えて

おく必要がある。 

【計画に盛り込み済】 

入学前・後において、合意形成を図った

上で「合理的配慮」について決定し、中

学校からの確実な引継がなされるよう中

学校、高等学校間の連携を促進してい

く。また、入学後の支援に関しても、職

員の専門性向上等、様々な取組を推進し

ていく。 

３ 高等学校の教職員の専門性の向上、

特別支援学校との人事交流など、常

勤職としての人材確保や養成が喫緊

の課題という認識を持つべきであ

る。 

【計画に盛り込み済】 

現在、高等学校と特別支援学校との人事

交流及び特別支援教育に関する専門性向

上研修を実施しているところ。引き続

き、必要な支援体制の整備と教職員の育

成を推進していく。 

４ 「卒業後の自立に向け、入学後から

卒業後までの一貫した支援が行われ

るよう、中学校及び関係機関との連

携を促進します。」に、「大学等進

学先との連携」を明記すべきではな

いか。【具体的な取組】の記述につ

いても同様である。 

【計画に反映した】 

進学先、就労先についても追記する。 
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項 目 № 主な意見 対応方針 

Ⅲ特別支援

教育に関

する教職

員の専門

性向上と

福祉・医

療等の連

携充実 

５ 高等学校の教職員が特別支援教育に

ついての知識を高めるためには、職

場単位での研修を年に１回でも実施

してはどうか。 

【計画に盛り込み済】 

全ての高等学校の教職員に対し、特別支

援教育に関する専門性を向上させるため

の校内研修を含む研修等や、人材育成等

を目的とした大学等への研修派遣を引き

続き充実させていく。  

６ 通級による指導を担う教員の数の担

保は課題にはならないのか。 

【計画に盛り込み済】 

通級指導教室担当者の専門性の確保及び

向上や通級指導教室の拡充を今後も図っ

ていく。 

７ 発達障がいに関して早期の診断、療

育が必要。診断できる医師や療育の

場が少ない。切れ目ない支援をして

ほしい。 

【計画に盛り込み済】 

今後も関係機関へ情報を提供する等、連

携を推進していく。 

８ 障がい者の生涯学習の機会が保障さ

れる旨の記述があるとよい。 

【計画に盛り込み済】 

生涯学習に関することについて記述して

いる。 

Ⅳ社会に開

かれた特別

支援教育の

推進 

９ 柱Ⅳの「社会に開かれた特別支援教

育」とははたして何か。「特別支援

教育が社会を開く」ぐらいの意気込

みがなければ共生社会の実現は依然

と遠いものである。 

【計画に反映した】 

表現を検討し、「Ⅳ共生社会の実現を目

指した特別支援教育の推進」に修正す

る。 

その他（感

想含む） 

10 「策定の趣旨」の中に、「夢や目標

を持ってもらう」ということも大事

であり、子どもたちの将来にエール

を送るようなフレーズがあっても良

いのはないか。 

【計画に反映した】 

障がいのある子どもたちの夢や目標につ

いても追記する。 

 

 

11 策定の趣旨に記載してある「誰一人

取り残さない」という表現を「誰一

人取り残されない」と表記してほし

い。 

【計画に反映しない】 

県が主体的に取り組むため、表現の修正

は行わない。児童生徒の多様化及び学校

や社会を取り巻く環境が大きく変化する

中で、「誰一人取り残さない」取組を進

めていく必要があり、そこには、子ども

達が「誰一人取り残されない」教育の実

現への取組も含んでいる。 

 

５ 今後の予定 

  令和５年３月 定例教育委員会において議決・公表 
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「鳥取県人権教育基本方針」第３次改訂（案）に係るパブリックコメントの実施結果について 

令和５年１月２０日 

  人 権 教 育 課  
 

 「鳥取県人権教育基本方針」第３次改訂（案）に係るパブリックコメントを実施しましたので、その

結果を報告します。 
 

１ 意見募集期間 令和４年 10月 17日（月）から 11月 11日（金）まで 

２ 周知方法等  

・ホームページ・新聞広告への掲載、報道機関への資料提供 
・県民参画協働課、各総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎及び
県立図書館並びに各市町村役場へのチラシの配架 

３ 応募件数及び対応 

（１）応募件数 ８件（８人） 

（２）対応 

反映した ２件 

盛り込み済 ４件 

その他 ２件 

 

 

 

№ 

 

 

章 

 

 

節 

【意 見】 
※いただいたご意見を
一部要約したり、趣旨を
わかりやすく表現し直
したりしています。 

【対応等】 
①反映した（一部のみ反映したものを含む） 

②既に盛り込み済み 

③今後の検討課題 

④対応できない 

⑤その他（基本方針の内容以外のもの） 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

- 

基本方針を実践す
るに際しての具体的
な策が見えてきませ
ん。 

 

 

⑤ 

本方針は、本県の人権教育を推進するための基本的な姿勢や考

え方を示すものであるため、具体的な方策については、人権教育

行政担当者会、人権教育主任研究協議会、その他各種研修会等の

機会を捉え、指導参考資料や優れた実践事例等を示しながら丁寧

な説明に努めます。 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

先生が基本方針を
読める先生になって
欲しい。そのために活
用をどうしていくか
が大切である。 

 

 

⑤ 

人権教育行政担当者会、人権教育主任研究協議会、その他各種

研修会等の機会を捉え、周知に努めます。 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

コミュニティスク
ールの導入等、学校教
育と社会教育（以下
「学社」という。）の
連携が重要視されて
いる。すべての人権課
題とは言わないが、特
に学社が連携する場
面が多い人権課題に
ついて、学社の連携に
ついて書いてはどう
か。 

 

 

② 

ご指摘の点も含め、第３章第１節２で、就学前教育、学校教育、

社会教育の各分野の関係者が連携・協働した取組を推進すること

が必要であると示しています。 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

2 

2 

 

人権教育の取組は、
教職員一人一人の取
組もあるが、校長のリ
ーダーシップのもと
に、学校をあげて全校
体制で取り組まれる
ものだと思いますの
で、そのような記載も
あるとよい。 

 

 

① 

 以下のとおり修正します。 

各学校においては、校長は、自校の実態を踏まえ、人権教育に

関わる目標設定及び推進指針を示すとともに、教職員が一体とな

って人権教育に取り組む体制を整え、組織的・継続的に行うこと

が重要です。（中略）そのため、各学校においては、人権教育に

関わる研修の位置づけを明確化し、全ての教職員の人権意識と指

導力向上に向けて取り組むことが重要です。 

（３）意見と対応等 
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４ 今後の予定 

   令和５年３月 定例教育委員会議決・公表 

 

 

№ 

 

 

章 

 

 

節 

【意 見】 
※いただいたご意見を
一部要約したり、趣旨を
わかりやすく表現し直
したりしています。 

【対応等】 
①反映した（一部のみ反映したものを含む） 

②既に盛り込み済み 

③今後の検討課題 

④対応できない 

⑤その他（基本方針の内容以外のもの） 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

2 

子どもたちを指導

する立場にある教職

員の人権教育に対す

る理解、教職員の人権

感覚が重要だと思い

ます。その点をしっか

りと記載してはどう

か。 

 

 

② 

 ご指摘の点も含め、第４章第２節１で、教職員の姿勢そのもの

が、教育活動の重要な要素であり、また、児童生徒の安心感や自

尊感情を育むことにもなると示しています。 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

2 

家での何気ないこ

とも子どもはよく聞

いています。学校より

もむしろ家庭での影

響が大きいので、家庭

における人権教育の

推進をお願いします。 

 

 

② 

ご指摘の点も含め、第４章第２節２で、教育委員会をはじめ各

行政機関が、地域やＰＴＡにおける学習機会の充実、資料や情報

を提供することで、家庭における人権教育の推進を支援するよう

に示しています。 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

1 

「心のバリアフリ

ー」と「障がいの社会

モデル」には矛盾が生

じる可能性がある。ま

た、「マイクロアグレ

ッション(※)」は「気

をつけましょうね」に

なってしまいがちで

ある。社会の構造、制

度、文化など批判的な

視点を育成すること

が大切である。心の問

題にしてしまわない

ようにしてほしい。 

 

 

② 

 ご指摘の点も含め、第１章第２節３（１）で、具体的な人権の

基準を正しく理解すれば、自らの経験や身の回りで起こったでき

ごと、文化や習慣等を｢人権が守られているか｣という視点から検

証し、課題を発見したり、自らの在り方生き方をふりかえったり

する力をつけることができると示しています。 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

1 

ユニバーサルデザ

インの推進の中に、

「心のバリアフリー」

の教育を展開すると

あるが、「ユニバーサ

ルデザイン」の視点も

必要ではないか。 

 

 

① 

以下のとおり修正します。 

①学校教育 

幼児期から発達段階に応じて、切れ目なく｢心のバリアフリー｣

の教育と「ユニバーサルデザインの考え方」を理解する教育を展

開することが大切です。その際には、共生社会の実現に向けて、

多様性を理解し、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であると

いう｢障がいの社会モデル｣と、「ユニバーサルデザインの考え方」

を踏まえ、差別や排除の行動を行わず、お互いの良さを認め合い

協働していく力を養うことが重要です。特に、障がいのある人と

の触れ合い等の体験活動を通じて、子どもたちは知的理解だけで

なく、感性としても｢心のバリアフリー｣を身に付けること、また、

身の回りにあるものを「ユニバーサルデザインの考え方に基づく

誰もが使いやすいものか」という視点で検証することも重要で

す。 

（※）マイクロアグレッション：無意識に相手を傷つける日常的言動。 
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県立美術館事業に係るふるさと納税の新設について 

令和５年１月２０日 

 美 術 館 整 備 課 

令和７年春に開館予定の県立美術館事業に使途を限定したふるさと納税を次のとおり新設し、特設サイトを

公開しましたので、報告します。 

１ 特設サイト概要 

公開日 令和５年１月１日（日・祝）（寄附受付は１月５日（木）開始）  

特設サイトの

名称 

「ふるさと納税による2025春開館鳥取県立美術館事業への支援」 

※「とりネット」の美術館整備局内に開設。「鳥取県ふるさと納税サイト」の民間

受付サイトに新たに追加する「2025春開館鳥取県立美術館事業」を選択しクレ

ジット決済等で受付 

寄附金の使途 2025春開館鳥取県立美術館事業 

 

２ サイト設置の背景・ポイント 

 〇令和４年５月県議会での議論を踏まえ、美術品取得基金の財源にふるさと納税を活用するよう検討してき

たところですが、美術館事業全体（美術品購入も含む）の財源とするふるさと納税を新設することとし、

１月５日から運用を開始しました。 

 

 ○全国で最後発となる県立美術館として、アートを発信する拠点施設となるために、以下の事業に取り組む

鳥取県立美術館をともに作り上げる支援のための寄附の使途を新設するものです。 

  ・県内全小学校４年生を美術館に招待するミュージアム・スタート・バスの試行事業や対話型鑑賞ファシ

リテーターの養成など「アートを通じた学び」を支援するアート・ラーニング・ラボ（ALL）推進事業 

・これまでの県立博物館の美術部門を引き継ぎつつ、さらに多くの方を惹きつける国内外の優れた美術品

を収集し、県民の美術文化の向上や、広く県内外からの誘客を図る美術品収集 等 

３ 返礼品（県立美術館関連返礼品：１月13日（金）から選択可能） 

＜県外在住者向け＞ 

寄 附 額 返礼品（開館前は引換券） 

１万円 ・無料招待券（１枚） 

５万円 ・年間スペシャルパス（１枚） ・オリジナル商品（１セット） 

10万円 
・年間スペシャルパス（１枚） ・オリジナル商品（１セット） 

・開館記念図録（１冊） 

50万円 
・年間スペシャルパス（１枚） ・オリジナル商品（１セット） 

・開館記念図録（１冊）    ・芳名プレート館内表示 

100万円 
・永久スペシャルパス（１枚） ・オリジナル商品（１セット） 

・開館記念図録（１冊）    ・芳名プレート館内表示   ・１日館長体験 

※１ 寄附額の多寡にかかわらず返礼品を受け取らない選択も可能 

※２ 寄附金の使途を｢2025春開館鳥取県立美術館事業｣にしてその他の返礼品を選択することも可能 

また、寄附金の使途を別事業にして上記返礼品を選択することも可能 

※３ 返礼品はＰＦＩ構成企業であるアクティオ＆丹青社共同事業体がふるさと納税パートナー企業として提供 

＜県内在住者向け＞ 

寄 附 額 返礼品（開館前は引換券） 

任 意 

・なし  ただし、50万円以上の寄附者には、返礼品としてではなく記録的名簿と 

して、寄附者に確認のうえ芳名プレートを設置。 

     ※ 50万円の線引 ⇒ 感謝状贈呈：50万円以上（50万円未満はお礼状） 

※ふるさと納税の制度上、県内寄附者には返礼品贈呈は不可 

- 9 -



 

 

◆とりねっと美術館整備局の特設サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆民間受付サイト (ふるさとチョイス「使い道」掲載例) 
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鳥取県立博物館 開館５０周年記念企画展 

｢安 岡
やすおか

信 義
のぶよし

 １８８８-１９３３ ―― 近代洋画の黎明期を生きた画家｣の開催について 
 

令和５年１月２０日 

博   物   館 
 

鳥取県立博物館の開館５０周年記念企画展の最後を飾る､明治から昭和初期にかけて活動

した鳥取県ゆかりの洋画家､安岡信義(やすおか･のぶよし １８８８～１９３３)の展覧会を

開催します｡ 

 

１ 会  期 

令和５年２月１１日(土祝)から３月２１日(火祝)まで(３４日間) 

(休館日 ３月２１日を除く毎週月曜日) 

２ 会  場 

鳥取県立博物館 第１･第２特別展示室 
 
３ 主  催 

安岡展実行委員会(鳥取県立博物館､山陰中央テレビジョン放送株式会社)  
 
４ 観 覧 料 

一般７００円(前売･団体･大学生･７０歳以上５００円) 

(高校生以下､学校教育活動での引率者､障がいのある方･難病患者の方･要介護者等及び

その介護者は無料) 
 
５ 関連事業 

特別講演会､ギャラリートーク等を予定(別添チラシ参照) 

 
＜概要＞ 

鳥取に生まれ育ち､東京美術学校で学んだ後､教職のかたわら絵画制作に情熱を注ぎながらもこ

れまであまり知られることのなかった安岡信義の初めてとなる回顧展です｡ 

近代洋画の黎明期において､安岡信義が図画教師として果たした役割と､一地方画壇が形成され

た状況を見つめなおす機会とし､あわせて､近代洋画を牽引する画家の作品も紹介しながら同時代

の諸相の中で安岡信義の画業を位置づける内容としています｡ 

 

＜見どころ＞ 

・没後初公開となる油彩の作品群をはじめ､直筆の書簡や日記､スケッチ等の一次史料を一挙公開

し､生前に｢理性的でありながら情熱家｣と評された安岡信義の魅力的な人物像に迫ります｡ 

・東京美術学校で教鞭をとり､安岡信義が直接的にも間接的にも師と仰いだ黒田清輝(くろだ･せ

いき)､久米桂一郎(くめ･けいいちろう)､岡田三郎助(おかだ･さぶろうすけ)､小林万吾(こばや

し･まんご)､藤島武二(ふじしま･たけじ)､和田英作(わだ･えいさく)ら近代洋画の黎明期を牽引

した巨匠たちの作品も紹介します｡ 

・｢スケッチや下絵｣と｢本画｣をタイアップして展示することで､具体的な制作の過程をご覧いた

だくことができます｡ 

・関連イベントとして､日本近代美術史の第一人者であり東京藝術大学教授の佐藤道信(さとう･

どうしん)氏による特別講演会を開催します。 

また､美術館の開館を見据えて､展示作品を用いて鑑賞する力を身につけ､対話型鑑賞に生かす

ためのワークショップも開催します｡さらに､同様の内容で対話型鑑賞のファシリテーター登録

者を対象とした研修会を開催します｡ 
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  令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査及び 
  鳥取県体力・運動能力調査の結果について 

令和５年１月２０日 
体 育 保 健 課 

 
 令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査及び鳥取県体力・運動能力調査の結果について報
告します。 
 
１ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 
（１）調査について 
  ・平成２０年度から文部科学省（現在はスポーツ庁）が小学５年生、中学２年生を対象として実施

している調査（悉皆調査） 
  ・実技テスト（８項目）及び運動習慣に関する質問による調査 
 
（２）実技テスト結果の概要（全国との比較） 
  【小学５年生】 
  ・男女とも体力合計点が全国平均値を上回った。 

小５男子 小５女子 

全国 鳥取県 全国 鳥取県 

52.29 52.75 54.32 54.99 

 
  ・全国平均値を上回った項目は全１６項目（８項目×男女）のうち８項目。 
   （男子４項目、女子４項目）※令和３年度は７項目 

小５男子 小５女子 

項目 全国 鳥取県 項目 全国 鳥取県 

握力 16.21 16.45 握力 16.10 16.15 

反復横とび 40.37 41.22 反復横とび 38.67 39.95 

20ｍシャトルラン 45.93 52.06 20ｍシャトルラン 36.98 43.38 

ソフトボール投げ 20.31 21.19 ソフトボール投げ 13.16 13.61 

  
 ・男女とも体力合計点の順位が令和３年度に比べて大幅に向上した。 

小５男子 小５女子 

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 

２３位 １３位 ２３位 １４位 

  
 ・各項目で順位が上がったもの（同順含む）は１２項目。 

小５男子 小５女子 

項目 令和３年度 令和４年度 項目 令和３年度 令和４年度 

握力 ２７位 １６位 握力 ３６位 ２３位 

上体起こし ３３位 ３３位 上体起こし ２６位 ２４位 

長座体前屈 ４３位 ３７位 長座体前屈 ４６位 ４３位 

反復横とび ２１位 １５位 反復横とび １６位 １４位 

50ｍ走 ３８位 ２３位 50ｍ走 ４２位 ２５位 

ソフトボール投げ １７位 １５位 ソフトボール投げ ２６位 ２３位 

20ｍシャトルラン ２位 ３位 20ｍシャトルラン ２位 ３位 

立ち幅とび １１位 ２７位 立ち幅とび ２１位 ２８位 

          は、順位が上がったもの。 
   
  【中学２年生】  
  ・男女とも体力合計点が全国平均値を上回った。 

中２男子 中２女子 

全国 鳥取県 全国 鳥取県 

40.90 42.28 47.28 48.47 
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  ・全国平均値を上回った項目は全１６項目のうち１０項目。 
   （男子６項目、女子４項目）※令和３年度は１２項目 

中２男子 中２女子 

項目 全国 鳥取県 項目 全国 鳥取県 

握力 28.95 29.43 反復横とび 45.81 46.98 

反復横とび 51.02 52.33 20ｍシャトルラン 51.34 55.87 

20ｍシャトルラン 77.69 83.10 50ｍ走 8.97 8.89 

50ｍ走 8.06 7.95 立ち幅とび 166.89 169.58 

立ち幅とび 196.82 201.61    

ハンドボール投げ 20.20 20.44    

  
 ・男女とも体力合計点の順位が令和３年度に比べて下がった。 

中２男子 中２女子 

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 

１０位 １１位 ６位 １３位 

   
  ・各項目で順位が上がったものは男子の５項目。 

中２男子 中２女子 

項目 令和３年度 令和４年度 項目 令和３年度 令和４年度 

握力 ２９位 ２０位 握力 １６位 ３５位 

反復横とび ７位 ４位 上体起こし ８位 ３１位 

20ｍシャトルラン ４位 ３位 長座体前屈 ２７位 ２９位 

立ち幅とび ９位 ２位 反復横とび １位 ２位 

ハンドボール投げ ２９位 ２６位 20ｍシャトルラン ４位 ５位 

上体起こし ２１位 ２７位 50ｍ走 ３位 ９位 

長座体前屈 ３３位 ４２位 立ち幅とび ７位 ８位 

50ｍ走 ２位 ３位 ハンドボール投げ ３６位 ３８位 

         は順位が上がったもの。 
 
  【総合判定】 
  ・全５段階のうち、小５及び中２の男女ともＡ・Ｂの割合が全国の割合より高く、Ｄ・Ｅの割合が

全国の割合より低い。 

総合判定 

小５男子 小５女子 中２男子 中２女子 

全国 鳥取県 全国 鳥取県 全国 鳥取県 全国 鳥取県 

ＡＢの割合 30.7% 32.4% 37.1% 39.8% 30.9% 34.6% 53.8% 55.7% 

ＤＥの割合 36.9% 34.8% 28.8% 26.6% 34.0% 29.7% 18.1% 14.2% 

 
（３）経年比較（平成２１年度からの比較）【資料１】 
  ・小５の男女とも「長座体前屈」で令和４年度が過去最高であった。 
 ・中２男子では「上体起こし」「20ｍシャトルラン」、中２女子では「握力」「上体起こし」「20ｍシ

ャトルラン」「50ｍ走」「ハンドボール投げ」及び体力合計点で令和４年度が過去最低であった。 
 
（４）質問紙結果の概要 
  【運動やスポーツに対する意識】 
  ・運動やスポーツをすることが「好き」「やや好き」と回答した児童生徒の割合の変化はあまりみら

れないが、「やや嫌い」「嫌い」と回答した児童生徒の割合は減少している。 
  【資料２】 
  ・体育、保健体育の授業は「楽しい」と回答した児童生徒の割合は小５及び中２の男女とも増加し

ている。【資料３】 
 
  【朝食、睡眠、スクリーンタイム※の状況】 
   ※スクリーンタイム・・・平日１日当たりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機等による映像の視聴時間 

  ・朝食は、「毎日食べる」と回答した児童生徒の割合は小５、中２の男女とも減少傾向にあり、「食
べない日もある」「食べない日が多い」「食べない」と回答した割合は増加傾向にある。【資料４】 
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  ・睡眠時間は、小５及び中２年の男女とも、睡眠時間の少ない割合（８時間未満）が増加しており、
特に中２女子の「６時間未満」の割合の増加が大きい。【資料５】 

  ・学習以外でのスクリーンタイムは、「５時間以上」等長時間の回答を児童生徒は大幅に増加し、「全
く見ない」等短時間の回答をした児童生徒は大幅に減少している。【資料６】 

 
 【児童生徒の運動時間】 
  ・体育、保健体育以外の運動時間は小５、中２の男女とも平成２６年と比較すると大幅に減少して

いる。中２においては、１週間の運動時間は男子で約１３４分、女子で約９８分減少している。 
  【資料７】 
   
２ 鳥取県体力・運動能力調査 
（１）調査について 
 ・昭和５２年から小１～高３の全児童生徒を対象として県教育委員会が実施している調査 
 ・小１から高３までの悉皆調査 
 ・今年度の全国平均値との比較はできないため、前年度の同学年の全国平均値と比較  
（２）結果の概要 
 ①全国平均値（令和３年度体力・運動能力調査）との比較 
 ・「握力」では小学５年生以上の男女すべての学年が全国平均値を下回った。 
 ・「長座体前屈」では、高校生の男女すべての学年が全国平均値を上回った。 
 ・「50ｍ走」「立ち幅とび」では小、中学校の男女すべての学年が全国平均値を下回った。 
 ・「体力合計点」では小、中学校の男女すべての学年が全国平均値を下回った。 
 小学校 中学校 高等学校 

男子 女子 男子 女子 男子 女子 

1

年 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

1

年 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

握力                         

上体起こし                         
長座体前屈                         
反復横とび                         
20ｍシャトルラン                         
50ｍ走                         
立ち幅とび                         
ボール投げ                         
体力合計点                         

（網掛け   は全国平均値より下回っている項目） 
 
 ②令和３年度県平均との比較 
 ・中学２年生の女子はすべての項目で昨年度の記録を下回った。 
 ・「20ｍシャトルラン」では全学年の男女で昨年度の記録を下回った。 
 ・「体力合計点」では中、高等学校の全学年の男女で昨年度の記録を下回った。 
 小学校 中学校 高等学校 

男子 女子 男子 女子 男子 女子 

1

年 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

1

年 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

1

年 

2

年 

3

年 

握力                         

上体起こし                         
長座体前屈                         
反復横とび                         
20ｍシャトルラン                         
50ｍ走                         
立ち幅とび                         
ボール投げ                         
体力合計点                         

（網掛け   は令和３年度の県平均より下回っている項目） 
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  ③生活習慣と体力合計点との関係 
  ・運動部や運動クラブ等に所属している児童生徒は、所属していない児童生徒に比べて体力合計点

が高い。 
  ・週３日以上運動している児童生徒は体力合計点が高い。 
    ・学年が上がるにつれて、週３日以上運動している児童生徒とそれ以外（週１～２日、月１～３日、

しない）の児童生徒との合計点の差が大きい傾向にある。 
  ・運動を「週１～２日」、「月１～３日」、「しない」と回答した児童生徒の合計点に大きな差がない

学年もある。 
  ・１日の運動時間が２時間以上の児童生徒は体力合計点が高い。 
  ・全学年の男女とも、朝食を「毎日食べる」児童生徒の体力合計点は、「時々食べない」「食べない」

児童生徒より高い。 
  ・睡眠時間と体力合計点との関係に大差は認められない。 
  ・テレビの視聴時間と体力合計点との関係は、小学校においては、大差は認められないが、高校生

においては、テレビの視聴時間が長いほど体力合計点が低い。 
  ・パソコンや携帯の利用時間と体力合計点との関係は、小、中学校においては、大差は認められな

いが、高校生においては、パソコンや携帯の利用時間が長いほど体力合計点が低い。 
 
３ 結果の考察 
（１）全国体力・運動能力調査、運動習慣等調査 
 ・長座体前屈は小５では男女とも経年比較で過去最高であり、中２でも男女とも令和３年度に次ぐ記

録となっていることから、長座体前屈（柔軟性）の向上に向けた取組の成果が現れていると考えら
れる。 

 ・中２の男女とも全国順位が全体的に低下した。女子においては、全国平均を下回っている項目が増
えていることから、体力が低下していることも考えられる。 

 ・「20ｍシャトルラン」は全国平均値及び県平均値が年々低下している。全国平均値よりは高い水準に
あるが、経年で見ると最高記録から小５男子は約９回、小５女子は約７回、中２男子は約７回、中
２女子は約８回減少しているので、要因の分析と具体的な対策を検討していく必要がある。 

 ・全国及び鳥取県ともに、睡眠時間の減少、朝食を食べない児童生徒の割合及びスクリーンタイムが
増加している。体力を向上させるためには、生活習慣等の改善も併せて行う必要がある。 

 ・小５及び中２の男女とも総合判定のＡＢの割合が全国平均を上回り、ＤＥの割合が全国平均を下回

ったことは良い傾向であるが、今年度だけの結果で体力の２極化が解消されてきているとは言えな

いので、今後も運動することに意欲的でない児童生徒に対しての手立てについて考えていく必要が

ある。 

 
 
（２）鳥取県体力・運動能力調査 
 ・高等学校は、全国平均値と比較すればどの項目も高い水準にあるが、昨年度との比較や過去６年間

の経年比較では、低下傾向にある。 
 ・年齢が上がるにつれてテレビの視聴時間及びパソコンや携帯（スマートフォン）の利用時間が長い

ほど、体力が低下している傾向にある。また、朝食の有無も体力に影響している結果であったので、
体力の向上と生活習慣とは密接に関係していることが考えられる。 

 ・運動クラブ等に所属していたり、週３日以上運動している人は体力合計点が高いため、体力を向上

させるためには継続して運動する習慣を身につけることが重要である。 

 ・年齢が上がるにつれてテレビの視聴時間及びパソコンや携帯（スマートフォン）の利用時間が長い
ほど、体力が低下している傾向にある。また、朝食の有無も体力に影響している結果であったので、
体力の向上と生活習慣とは密接に関係していることが考えられる。 

 ・長座体前屈が平成２８年度と比較し全学年で向上しているのは、ワンミニッツエクササイズの啓発
や体力向上推進計画での具体的な目標設定等、これまでの取組の成果が結果となっていると考えら
れる。 

  
 
 
 
 
 
 

- 15 -



（男子）                               
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
（女子） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 今後の取組 
 ・20ｍシャトルランは小学校及び高等学校において、全国平均値を上回っているが、学年や性別を問

わず低下していることから、各学校の現状や低下している要因等を体力向上支援委員会や体育主任
連絡協議会等で分析・対策を話し合い、具体的な取組を行っていく。 

 ・20ｍシャトルランは、熱中症の防止等の理由から未実施の学校もあったため、これまでの実施時期
を見直す等、確実に実施できるように呼びかける。 

 ・長座体前屈は改善傾向にあるが、小中学校においては依然全国平均より低い状態であるので、今後
も継続して長座体前屈の向上に向けた取組を行っていく。 

 ・実施マニュアルや動画等を活用し、児童生徒及び教員が実施方法を確実に理解して体力テストを行
うよう啓発していく。 

 ・小学５年生、中学２年生とも「握力」「上体起こし」が経年比較すると低い水準にある。この２項目
は日常生活の「物を握る」、「タオルをしぼる」、「姿勢の保持」等と関連している項目であるため、
生活の中で意識したり、体育・保健体育で体幹トレーニングを取り入れたり、家庭等と連携して取
り組んでいく必要があることを各学校に啓発する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4

長座体前屈 25.88 26.23 27.16 27.72 28.39 29.36 29.92 30.76 31.44 32.60 33.13 34.21

H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4

長座体前屈 37.18 39.15 41.36 42.80 44.63 46.78 48.72 49.27 50.30 51.18 52.24 52.78

３年（１７歳）

５年（１０歳） ６年（１１歳）

区分

中学校 高等学校

１年(１２歳） ２年（１３歳） ３年（１４歳） １年（１５歳） ２年（１６歳）

区分

小学校

１年（６歳） ２年（７歳） ３年（８歳） ４年（９歳）

H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4

長座体前屈 28.03 28.32 29.58 30.46 31.76 32.35 32.89 34.33 35.42 36.60 37.41 38.51

H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4 H28 R4

長座体前屈 41.17 42.45 44.28 45.62 46.64 48.97 47.20 49.15 49.21 50.79 50.18 51.69

６年（１１歳）

区分

中学校 高等学校

１年(１２歳） ２年(１３歳） ３年（１４歳） １年（１５歳） ２年（１６歳） ３年（１７歳）

（２）女子

区分

小学校

１年（６歳） ２年（７歳） ３年（８歳） ４年（９歳） ５年（１０歳）
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【資料１】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料２】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料３】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小５男子 小５女子

好き やや好き やや嫌い 嫌い 好き やや好き やや嫌い 嫌い

Ｒ４ 69.2% 22.3% 6.1% 2.4% Ｒ４ 53.5% 30.9% 11.1% 4.4%

Ｈ２５ 69.6% 21.4% 6.4% 2.7% Ｈ２５ 47.5% 32.6% 13.8% 6.1%

運動やスポーツをすることは好きですか。 運動やスポーツをすることは好きですか。

中２男子 中２女子

好き やや好き やや嫌い 嫌い 好き やや好き やや嫌い 嫌い

Ｒ４ 60.4% 29.1% 6.9% 3.6% Ｒ４ 39.7% 35.4% 16.9% 7.9%

Ｈ２５ 53.1% 32.0% 9.7% 5.2% Ｈ２５ 35.9% 34.4% 18.9% 10.8%

運動やスポーツをすることは好きですか。 運動やスポーツをすることは好きですか。

小５男子 小５女子

楽しい やや楽しい あまり楽しくない 楽しくない 楽しい やや楽しい あまり楽しくない 楽しくない

Ｒ４ 71.3% 22.3% 4.3% 2.2% Ｒ４ 56.5% 32.1% 8.8% 2.5%

Ｈ２５ 69.8% 23.0% 5.8% 1.4% Ｈ２５ 51.5% 35.3% 11.5% 1.8%

体育の授業は楽しいですか。 体育の授業は楽しいですか。

中２男子 中２女子

楽しい やや楽しい あまり楽しくない 楽しくない 楽しい やや楽しい あまり楽しくない 楽しくない

Ｒ４ 57.3% 33.8% 6.0% 2.9% Ｒ４ 39.5% 43.8% 12.9% 3.8%

Ｈ２５ 46.1% 39.6% 11.3% 3.0% Ｈ２５ 28.9% 45.1% 21.7% 4.2%

保健体育の授業は楽しいですか。 保健体育の授業は楽しいですか。
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【資料４】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料５】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料６】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【資料７】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中２男子 中２女子

毎日食べる 食べない日もある 食べない日が多い 食べない 毎日食べる 食べない日もある 食べない日が多い 食べない

Ｒ４ 82.7% 12.1% 3.0% 2.1% Ｒ４ 78.1% 17.3% 3.3% 1.2%

Ｈ２７ 85.2% 11.2% 2.6% 1.0% Ｈ２７ 84.3% 13.1% 1.7% 0.9%

朝食は毎日食べますか。 朝食は毎日食べますか。

小５男子 小５女子

毎日食べる 食べない日もある 食べない日が多い 食べない 毎日食べる 食べない日もある 食べない日が多い 食べない

Ｒ４ 83.0% 13.9% 2.6% 0.6% Ｒ４ 83.1% 13.4% 2.8% 0.8%

Ｈ２７ 86.2% 11.5% 1.9% 0.4% Ｈ２７ 85.8% 11.9% 1.7% 0.5%

朝食は毎日食べますか。 朝食は毎日食べますか。

小５男子
１０時間

以上

９時間以上

10 時間未満

８時間以上

９時間未満

７時間以上

８時間未満

６時間以上

７時間未満

６時間

未満

Ｒ４ 7.9% 24.4% 34.6% 20.5% 9.1% 3.6%

Ｈ２９ 10.1% 25.3% 35.4% 19.1% 7.4% 2.6%

毎日どのくらい寝ていますか。 小５女子
１０時間

以上

９時間以上

10 時間未満

８時間以上

９時間未満

７時間以上

８時間未満

６時間以上

７時間未満

６時間

未満

Ｒ４ 7.6% 25.3% 36.8% 20.8% 7.4% 2.1%

Ｈ２９ 8.6% 29.3% 38.3% 17.1% 5.3% 1.5%

毎日どのくらい寝ていますか。

中２男子
１０時間

以上

９時間以上

10 時間未満

８時間以上

９時間未満

７時間以上

８時間未満

６時間以上

７時間未満

６時間

未満

Ｒ４ 2.1% 6.9% 21.7% 38.7% 23.7% 6.8%

Ｈ２９ 2.5% 6.1% 21.7% 39.0% 24.1% 6.6%

毎日どのくらい寝ていますか。 中２女子
１０時間

以上

９時間以上

10 時間未満

８時間以上

９時間未満

７時間以上

８時間未満

６時間以上

７時間未満

６時間

未満

Ｒ４ 1.2% 4.9% 16.8% 34.4% 31.3% 11.4%

Ｈ２９ 1.1% 4.4% 17.5% 39.9% 29.5% 7.5%

毎日どのくらい寝ていますか。

小５男子 小５女子

５時間

以上

４時間以上

５時間未満

３時間以上

４時間未満

２時間以上

３時間未満

１時間以上

２時間未満

１時間

未満

全く

見ない

５時間

以上

４時間以上

５時間未満

３時間以上

４時間未満

２時間以上

３時間未満

１時間以上

２時間未満

１時間

未満

全く

見ない

Ｒ４ 14.6% 9.0% 15.5% 23.2% 26.4% 10.1% 1.2% Ｒ４ 10.6% 8.5% 15.3% 22.8% 26.5% 14.8% 1.7%

Ｈ２９ 10.6% 7.0% 13.9% 21.6% 26.8% 17.8% 2.3% Ｈ２９ 7.1% 6.5% 13.1% 18.6% 26.9% 24.3% 3.5%

学習以外で、１日にどのくらいの時間、テレビやDVD、ゲーム

機、スマートフォン、パソコンなどの画面を見ていますか。

学習以外で、１日にどのくらいの時間、テレビやDVD、ゲーム

機、スマートフォン、パソコンなどの画面を見ていますか。

中２男子 中２女子

５時間

以上

４時間以上

５時間未満

３時間以上

４時間未満

２時間以上

３時間未満

１時間以上

２時間未満

１時間

未満

全く

見ない

５時間

以上

４時間以上

５時間未満

３時間以上

４時間未満

２時間以上

３時間未満

１時間以上

２時間未満

１時間

未満

全く

見ない

Ｒ４ 13.7% 11.4% 18.1% 28.4% 21.4% 6.2% 0.9% Ｒ４ 13.0% 9.7% 18.9% 27.4% 23.2% 7.3% 0.5%

Ｈ２９ 9.3% 7.5% 14.7% 27.2% 29.0% 11.0% 1.3% Ｈ２９ 7.3% 6.7% 15.1% 24.6% 30.3% 14.4% 1.5%

学習以外で、１日にどのくらいの時間、テレビやDVD、ゲーム
機、スマートフォン、パソコンなどの画面を見ていますか。

学習以外で、１日にどのくらいの時間、テレビやDVD、ゲーム
機、スマートフォン、パソコンなどの画面を見ていますか。

小５男子 小５女子

月 火 水 木 金 土 日 １週間 月 火 水 木 金 土 日 １週間

Ｒ４ 52.99 56.15 62.07 55.49 55.72 118.58 109.18 505.23 Ｒ４ 38.16 42.29 44.82 41.67 42.46 76.80 63.73 347.11

Ｈ２６ 61.06 65.71 76.80 63.01 67.12 135.85 119.07 582.92 Ｈ２６ 41.07 45.62 48.30 42.63 46.15 85.97 60.91 370.42

学校の体育の授業以外で、１日にどのくらいの時間、
運動をしていますか。（分）

学校の体育の授業以外で、１日にどのくらいの時間、
運動をしていますか。（分）

中２男子 中２女子

月 火 水 木 金 土 日 １週間 月 火 水 木 金 土 日 １週間

Ｒ４ 95.77 99.34 48.29 97.17 100.94 166.65 95.32 699.72 Ｒ４ 76.47 75.69 26.61 74.77 77.53 117.58 43.72 489.50

Ｈ２６ 107.44 108.49 92.20 102.69 110.47 179.31 133.10 833.12 Ｈ２６ 78.05 79.60 68.10 74.05 81.99 133.47 72.22 587.56

学校の体育の授業以外で、１日にどのくらいの時間、
運動をしていますか。（分）

学校の体育の授業以外で、１日にどのくらいの時間、
運動をしていますか。（分）
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